
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
に
必
け
る
局
地
的
文
化
圏

山

安

彦

田

律令国家の漸移地帯における局地的文化圏

目
的
と
基
本
的
視
角

律
令
国
家
は
成
長
す
る
に
従
い
、
国
家
財
政
の
増
強
の
た
め
、
領
土
の
統
一
を
図
っ
た
。
そ
の
具
体
的
手
段
と
し
て
は
、
国
家
的
勢
威

を
背
景
に
、
東
北
日
本
へ
の
開
発
を
前
進
さ
せ
た
の
で
あ
る
o

律
令
体
制
に
よ
る
開
発
が
東
北
に
波
及
す
る
際
、
そ
の
体
制
の
渉
透
に
依

り
、
化
外
の
土
地
で
あ
っ
た
所
謂
「
蝦
夷
地
」
を
如
何
に
変
容
さ
せ
た
か
。
そ
れ
に
対
す
る
命
題
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
筆
者
の
律
令
国

家
の
漸
移
地
帯
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
の
目
的
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
、
筆
者
は
従
前
か
ら
若
干
の
追
究
を
試
み
て
き
た
(
1〉
O

然
し
、

蝦
夷
側
の
史
料
が
明
確
に
遺
存
し
て

い
な
い
の
で
、

い
ま
だ
に
蝦
夷
の
正
体
を
明
白
に
把
握
し
得
な
い
。
そ
れ
故
、
古
代
東
北
に
お
け
る
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
の
地
域
構
造

を
闇
明
に
究
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

そ
こ
で
筆
者
は
、

「
蝦
夷
」

(

2

)

並
び
に
蝦
夷
が
居
住
し
て
い
た
土
地
、
所
謂
「
蝦
夷
地
」
が
如
何
な
る
歴
史
的
地
理
的
過
程
を
経
て
、

43 

律
令
国
家
体
制
に
編
入
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
観
点
に
立
脚
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
「
蝦
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夷
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
並
び
に
「
蝦
夷
地
」
で
あ
る
と
い
う
地
域
構
造
及
び
地
域
体
系
を
解
消
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
如
何
な
る
過

程
を
経
て
、

「
蝦
夷
」
並
び
に
「
蝦
夷
地
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
解
消
し
た
か
と
い
う
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
律
令
国
家

の
漸
移
地
帯
に
お
け
る
地
域
構
造
と
地
域
体
系
を
究
明
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
が
、
筆
者
の
古
代
東
北
に
お
け
る
律
令
国
家
漸
移

地
帯
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
基
本
的
視
角
で
あ
る
。
こ
の
点
、
が
、
従
前
の
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
古
代
東
北
研
究
と
は
、
大
き
く
異
な
る

観
点
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
そ
の
解
消
の
経
緯
を
探
究
す
る
こ
と
に
依
り
、
東
北
に
お
け
る
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
の
地
域
構
造
と
体
系
を
把
握
す
る
端
緒

を
見
出
そ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の
主
目
様
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
本
研
究
の
現
代
的
意
義
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
、
時
間
も
空
間
も
人
間
の
属
性
で
あ
る
か
ら
、

生
活
空
間
の
発
展
過
程
及
び
そ
の
変
選
の
速
度
と
そ
の
要
因
を
把
握
し
な
け
れ
ば
、
現
在
の
生
活
空
間
の
構
造
を
究
明
し
得
な
い
の
で
あ

る
。
詮
ず
る
所
、
歴
史
地
理
学
と
は
、
地
域
の
歴
史
的
現
象
の
年
代
的
系
列
を
整
理
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
個
及
び
集
団
が
、
そ

れ
ぞ
れ
に
関
与
し
て
い
る
地
域
構
成
要
素
の
結
合
組
織
や
そ
の
成
立
発
展
の
過
程
、
ま
た
地
域
構
成
の
主
導
権
要
素
の
質
と
量
の
変
化
発

展
、
及
び
地
域
と
地
域
の
組
合
せ
の
地
域
体
系
の
変
容
過
程
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
ハ
3
〉

O

従
っ
て
、

本
研
究
の
場
合
に
つ
い
て
見
る

と
律
令
国
家
体
制
下
の
住
民
が
関
与
し
た
地
域
と
、
蝦
夷
が
関
与
し
た
地
域
と
が
、
如
何
な
る
関
連
を
以
て
、
律
令
国
家
体
制
の
地
域
的

秩
序
の
中
に
編
成
さ
れ
、
新
地
域
を
形
成
し
た
か
を
究
明
す
る
点
に
、
歴
史
地
理
学
の
課
題
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。

漸
移
地
帯
の
歴
史
地
理
学
的
意
義

本
稿
で
い
う
漸
移
地
帯
と
は
、
律
令
国
家
と
蝦
夷
と
の
漸
移
地
帯
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
如
何
な
る
地
帯
を
指
す
の
か
説
述
ず
る
必



'明

要
が
あ
る
o

一
般
的
に
は
、
両
極
に
分
離
し
た
二
つ
の
相
異
な
る
文
化
の
極
、
即
ち
文
化
集
積
の
高
い
中
核
部
が
あ
り
、
そ
の
核
か
ら
拡

張
と
い
う
「
力
』
で
以
て
、
周
辺
外
延
部
に
波
及
す
る
際
、
そ
の
『
力
』
が
相
互
に
接
触
す
る
地
帯
を
い
う
。
そ
れ
を
具
体
的
に
い
え

ば
、
文
化
集
積
も
密
度
も
高
く
、
歴
史
的
に
中
核
部
を
形
成
し
て
い
た
畿
内
と
い
う
「
極
」
か
ら
、
律
令
国
家
体
制
の
統
一
と
拡
張
、
及

び
文
化
の
伝
播
と
い
う
エ
、
ネ
ル
ギ
l
に
依
っ
て
、

畿
内
的
様
相
が
外
延
部
に
波
及
す
る
際
、

一
方
の

「極」

で
あ
る
非
畿
内
的
な
地
域

(
畿
外
の
縁
辺
部
地
域
)
所
謂
「
蝦
夷
地
」
的
様
相
の
地
域
に
向
う
と
、
そ
の
移
行
過
程
に
お
い
て
、
抵
抗
現
象
が
起
き
る
。
こ
の
現
象

が
生
ず
る
地
帯
を
漸
移
地
帯
と
筆
者
は
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
ハ
1
3

律令国家の漸移地帯における局地的文化圏

従
っ
て
、
漸
移
地
帯
は
時
代
に
よ
り
移
動
す
る
の
で
、
そ
の
地
帯
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
時
代
を
限
定
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
勿
論
、
こ
の
場
合
、
地
帯
を
も
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
律
令
国
家
の
国
家
的
体
制
が
東
北
に
進
展
す
る

以
前
に
、
律
令
前
代
の
西
日
本
文
化
が
東
北
に
惨
透
し
て
い
た
。
水
間
農
耕
を
基
底
と
す
る
弥
生
式
文
化
は
東
北
の
北
部
に
ま
で
波
及
し

て
い
る
ハ
4
)
O

然
し
、

畿
内
を
中
核
と
す
る
古
墳
文
化

(

5

)

は
、
そ
の
文
化
期
の
前
期
・
中
期
・
後
期
と
時
代
を
下
る
に
従
い
、

そ
の
文

化
の
東
北
へ
の
進
行
は
、
徐
々
に
鈍
化
し
て
く
る
。
若
干
の
説
述
を
加
え
る
な
ら
ば
、
古
墳
時
代
中
期
(
五
世
紀
前
半
)

の
高
塚
古
墳
文

化
は
、
鳴
瀬
・
江
合
両
河
川
流
域
に
進
展
し
て
お
り
、
古
墳
時
代
後
期
前
半
(
六
世
紀
)

の
群
集
墳
文
化
に
な
る
と
、
阿
武
隈
川
下
流
域

に
停
滞
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
群
集
墳
の
分
布
限
界
と
国
造
の
分
布
限
界
と
が
一
致
す
る
。
古
墳
時
代
後
期
後
半
(
七
世
紀
後
半
)

な
る
と
、
横
穴
文
化
が
大
き
く
北
に
向
っ
て
拡
張
し
、
迫
川
水
系
流
域
に
ま
で
伸
展
し
て
い
る
。

畿
内
か
ら
東
北
に
向
い
、
仙
台
平
野
ま
で
、
弥
生
式
文
化
も
古
墳
文
化
も
抵
抗
な
く
伝
播
し
た
。
然
し
、
畿
内
に
中
核
を
有
す
る
古
墳

文
化
は
、
仙
台
平
野
に
参
入
し
て
か
ら
、
そ
の
北
進
は
停
滞
的
と
な
り
、
平
野
内
の
各
地
域
に
古
墳
文
化
が
惨
透
し
、
地
方
的
特
殊
性
の

45 

強
い
生
活
地
域
が
形
成
さ
れ
、
不
整
合
的
な
重
層
圏
的
生
活
地
域
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
?
な
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律
令
体
制
確
立
以
前
に
は
、
既
に
仙
台
平
野
南
半
部
H

七
北
田
・
松
島
丘
陵
以
南
、
所
謂
仙
南
平
野
に
、
畿
内
古
墳
文
化
が
密
度
濃
厚

に
惨
透
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
律
令
国
家
体
制
が
東
北
に
波
及
し
て
く
る
と
、
国
家
的
勢
威
を
背
景
に
し
た
対
夷
政
策
の
前
線
基
地
で
あ

り
、
且
つ
東
北
開
発
の
中
核
的
拠
点
で
あ
る
城
柵
が
、
仙
台
平
野
北
半
部

H

所
謂
仙
北
平
野
に
集
中
的
に
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
o

即

ち
、
仙
北
平
野
は
正
し
く
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
東
北
全
域
か
ら
見
れ
ば
、
八
世
紀
に
は
十
四
の
城

柵
(
6
〉
が
造
営
さ
れ
た
が
、

仙
北
平
野
に
そ
の
半
分
、

七
城
柵
が
築
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
神
亀
・
天
平
前
半
か
ら
天
平

宝
字
・
神
護
景
雲
に
か
け
て
、
陸
奥
側
に
天
平
の
五
柵
(
7
〉
と
桃
生
ハ
8
〉
・
伊
治
(
9
〉
両
城
が
築
城
さ
れ
た
。
そ
の
時
期
、
所
謂
、
奈
良
朝
中

期
か
ら
後
期
に
か
け
て
は
、
律
令
政
府
が
国
家
的
権
力
に
基
づ
き
、
軍
事
的
行
動
を
背
景
に
し
て
東
北
開
発
を
進
捗
さ
せ
た
。

畢
寛
す
る
に
、
宮
城
郡
ま
で
は
、
律
令
体
制
の
地
方
行
政
組
織
の
編
成
も
停
滞
し
な
か
っ
た
。

一
方
そ
れ
よ
り
北
、
即
ち
黒
川
郡
以
北

は
、
蝦
夷
と
の
接
触
に
加
え
て
、

仙
北
平
野
に
広
が
る
洪
水
常
襲
並
び
に
冷
害
の
頻
発
と
い
う
苛
酷
な
自
然
条
件
白
)
に
依
り
、

律
令
体

制
の
北
進
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
黒
川
郡
以
北
諸
郡
の
律
令
体
制
下
に
お
け
る
小
規
模
な
管
郡
内
容
に
依
っ
て
も
推
察
し
得

る
(
日
)
し
、
ま
た
、

城
柵
を
中
核
と
し
て
、

柵
戸
的
経
営
か
ら
鎮
兵
的
屯
田
制
へ
の
開
発
経
営
に
移
行
し
た
こ
と
に
依
っ
て
も
、
窺
知
し

得
る
の
で
あ
る
。

奈
良
朝
中
期
に
は
、
多
賀
城
を
中
核
と
し
て
、
天
平
の
五
柵
が
造
営
さ
れ
、
鳴
瀬
・
江
合
両
河
川
流
域
と
北
上
川
下
流
流
域
ま
で
は
、

律
令
体
制
下
に
編
入
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
、

奈
良
朝
後
期
に
な
る
と
、

桃
生
城
や
伊
治
城
が
設
置
さ
れ
、

迫
川
水
系
流
域
一
帯
に
ま

で
、
律
令
体
制
の
漸
移
地
帯
が
伸
展
し
た
。
即
ち
、
三
十
年
前
後
を
経
過
し
て
も
、
距
離
に
し
て
僅
か
二
十
五
粁
内
外
し
か
、
そ
の
漸
移

地
帯
が
前
進
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
既
に
、
律
令
体
制
が
内
的
に
大
き
な
矛
盾
を
包
含
し
て
い
た
こ
と
が
、
顕
在
化
し
始

め
、
対
夷
政
策
と
い
う
国
家
の
一
大
事
業
に
能
力
を
集
中
し
得
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
仙
北
平
野
の
洪
水
と
冷
害
の
常
襲
に
よ
る
こ
と
が
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大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
推
察
す
る
。

な
お
、
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
東
北
全
域
か
ら
巨
視
的
に
考
察
す
る
と
、
迫
川
水
系
流
域
一
帯
を
境

と
し
て
、
以
北
と
で
は
、
文
化
的
断
絶
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
律
令
体
制
以
前
の
土
器
分
布
を
見
る
と
、
東
北
地
方
北
部
の
水
田
耕

作
を
基
底
と
し
た
代
表
遺
跡
目
田
舎
館
遺
跡
を
中
心
と
し
た
そ
の
土
器
文
化
圏
は
、
秋
田
・
岩
手
の
北
半
部
に
ま
で
拡
張
し
て
い
る
白
〉

O

ま
た
、
北
海
道
系
に
類
似
す
る
土
器
は
、
大
体
迫
川
水
系
流
域
一
帯
が
南
限
で
あ
る
。
即
ち
、
後
北
C
式
や
北
大
式
が
四
i
五
世
紀
の
産

物
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
が
、
東
北
地
方
南
半
部
で
は
、
既
に
高
塚
古
墳
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
東
北
地
方
北
半
部
で
は
、
北
海
道

系
文
化
が
存
在
し
て
い
た
と
推
論
し
得
る
ハ
目
。

迫
川
水
系

視
角
を
変
え
て
、
地
名
の
分
布
か
ら
見
て
も
、
ア
イ
ヌ
語
系
地
名
分
布
は
、

律令国家の漸移地帯における局地的文化圏

流
域
以
北
に
そ
の
密
度
が
濃
厚
で
あ
る

8)O

次
に
、
続
日
本
紀
、
そ
の
他
の
六
国
史
を
通
覧
す
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
が
、
迫
川
流
域
以
北
の
北
上
川
中
流
流
域
の
胆
沢
地
方
に
は
、
強

仙
北
地
帯
か
ら
北
方
に
、
律
令
国
家
体
制
が
進
展
す
る
頃
に
な
る
と
、

力
な
蝦
夷
の
居
住
集
団
が
お
り
立
)
、

律
令
政
府
軍
と
、
蝦
夷
と

が
激
突
す
る
。
律
令
国
家
の
東
北
開
発
は
、
そ
の
時
に
な
る
と
、
武
力
征
夷
の
政
策
に
突
入
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
し
で
も
、

迫
川
水
系
流
域
の
以
南
と
以
北
で
は
大
き
な
相
異
が
存
在
す
る
。

要
す
る
に
、
広
域
的
に
文
化
の
進
展
を
見
て
も
、
迫
川
水
系
流
域
一
帯
は
、
畿
内
文
化
と
北
方
文
化
の
接
触
す
る
漸
移
地
帯
で
あ
っ

た
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
畿
内
文
化
が
こ
の
地
帯
で
停
滞
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
局
は
、
広
域
的
に
も
、
局
地
的
に
も
、
仙
北
地
帯
は
文
化
の
漸
移
地
帯
で
あ
り
、
こ
の
地
帯
の
分
析
は
、
古
代
東
北
の
歴
史
地
理
学

的
研
究
に
重
要
な
意
義
が
存
在
す
る
。
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方
法
概
念
の
設
定
と
意
義
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漸
移
地
帯
の
地
域
構
造
と
体
系
に
接
近
す
る
に
は
二
つ
の
方
法
概
念
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
一
つ
は
、
文
化
接
触
に
よ
る
地
域
の
把

握
方
法
あ
り
、
他
は
、
律
令
国
家
の
対
夷
政
策
に
依
る
「
蝦
夷
」
並
び
に
「
蝦
夷
地
」
の
国
家
体
制
へ
の
編
入
方
法
の
把
握
で
あ
る
。

(
イ
)

局
地
的
文
化
圏
の
設
定
と
し
て
の
方
法
概
念

文
化
の
変
化
に
は
、
内
的
要
因
と
外
的
要
因
に
依
る
二
つ
の
場
合
が
あ
る
o

前
者
に
は
発
見
と
発
明
が
あ
り
、
後
者
に
は
、
他
文
化
の

借
用
・
伝
播
・
接
触
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
文
化
の
外
的
要
因
は
、
総
て
他
文
化
と
の
接
触
で
あ
る
o
文
化
の
借
用
と
い
う
の
は
、

文
化
の
採
用
、
ま
た
は
模
倣
で
あ
り
、
伝
播
と
は
一
地
域
か
ら
他
地
域
へ
、
或
は
一
集
団
か
ら
他
集
団
へ
と
地
理
的
に
拡
延
す
る
概
念
で

あ
る
と
い
え
る
。
文
化
の
借
用
も
伝
播
も
、
両
者
は
観
点
が
異
な
り
、
強
調
す
る
点
が
違
う
だ
け
で
、
同
じ
過
程
を
辿
る
。
文
化
接
触
と

は
、
相
異
な
る
文
化
の
集
団
が
、
仲
介
者
な
く
直
接
に
接
触
す
る
こ
と
で
あ
り
、

一
方
或
は
両
方
の
集
団
の
文
化
類
型
に
起
き
る
変
化
を

接
触
変
容
と
い
う
o

こ
の
接
触
変
容
と
は
文
化
移
渡
を
過
程
と
し
て
見
た
場
合
で
あ
っ
て
、
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
伝
播
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
文
化
の
接
触
変
容
が
続
行
し
て
い
る
社
会
に
あ
っ
て
は
、
多
少
と
も
混
乱
し
た
状
態
と
行
動
の
不
安
定
性
を
回
避
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
白
〉

O

か
か
る
不
安
定
な
時
期
に
は
、

ま
だ
恒
久
的
な
文
化
類
型
は
現
わ
れ
な
い
し
、
ま
た
原
住
民
と
新
入
者
と
の
聞
に
、
支
配
・

被
支
配
関
係
が
あ
れ
ば
、

一
種
の
抵
抗
的
な
性
格
を
有
す
る
運
動
が
出
現
し
て
く
る
白
U
O

具
体
的
に
、
そ
の
抵
抗
運
動
の
時
期
を
、
古
代
東
北
の
場
合
に
当
て
て
見
る
と
、
宝
亀
の
叛
乱
ま
で
は
、
律
令
政
府
は
国
家
的
権
力
を

背
景
に
し
た
軍
事
的
行
動
に
よ
る
開
拓
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
、
元
慶
の
乱
ま
で
征
夷
的
性
格
の
東
北
進
出
で
あ
る
百
三

従
っ
て
、
こ
の
接
触
変
容
し
て
い
る
時
期
及
び
地
帯
の
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
地
域
構
造
の
推
移
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究

の
課
題
で
あ
る
。
然
し
、
そ
の
分
析
に
は
、
蝦
夷
側
の
史
料
が
明
確
に
存
在
し
な
い
の
で
、
前
述
し
た
如
く
、

「
蝦
夷
」
並
び
に
「
蝦
夷

地
」
が
、
律
令
国
家
体
制
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
依
り
、
そ
の
事
実
を
解
消
す
る
。
そ
の
過
程
を
通
じ
て
、
接
触
変
容
に
依
る
地
域
構
造
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を
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

そ
こ
で
、
そ
の
方
法
と
し
て
一
方
か
ら
の
観
点
し
か
可
能
で
は
な
い
が
、
律
令
国
家
体
制
か
ら
見
た
文
化
圏
を
検
討
す
る
こ
と
に
依
つ

て
、
そ
の
文
化
が
接
触
す
る
地
帯
H
漸
移
地
帯
を
追
究
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

担
て
、
そ
の
文
化
圏
に
つ
い
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ
批
判
が
あ
る
の
で
、
説
明
を
加
え
て
置
き
た
い
。
文
化
の
接
触
(
伝
播
)
に
依
る
丈

化
進
展
や
各
種
文
化
の
地
理
的
分
布
状
態
、
即
ち
、
文
化
圏
の
研
究
に
依
り
、
民
族
学
・
文
化
人
類
学
・
地
理
学
等
に
若
干
の
刺
激
を
与

え
h
L
o

然
し
、

「
文
化
圏
」
の
概
念
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
学
説
に
は
当
初
か
ら
批
判
が
付
い
て
廻
っ
た
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
第
二
次

律令国家の漸移地帯における局地的文化圏

世
界
大
戦
直
後
、
岡
田
謙
が
ト
ゥ
ル
ン
ヴ
ア
ル
ト
の
文
化
圏
批
判
を
参
考
に
し
て
、

ま
た
米

文
化
圏
設
定
の
不
合
理
性
を
論
じ
た
白
)
O

林
富
男
に
依
り
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ワ
イ
ザ

l
の

「
文
化
人
類
学
」
(
ぎ
が
翻
訳
さ
れ
、
グ
レ
ー
プ
ナ

l
の
仮
説
的
文
化
周
波
並
び
に
文
化
圏

は
、
空
想
的
構
造
物
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。
更
に
、
三
森
も
文
化
圏
の
方
法
概
念
に
は
、
不
確
実
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
批

判
し
て
い
る

a)O
」
の
よ
う
に
文
化
圏
に
関
す
る
所
説
に
は
、

欠
陥
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
最
近
で
は
、
石
川
栄
士
口
が
、

民
族
学
的
文
化
圏
は
、
方
法
概
念
と
し
て
は
有
効
性
は
な
い
が
、
唯
、
文
化
の
統
合
や
内
容
を
認
識
し
、
文
化
の
類
型
を
分
類
す
る
た
め

の
準
備
的
・
補
助
的
な
役
割
を
果
す
の
に
過
ぎ
な
い
(
む
と
論
じ
て
い
る
。

更
に
、
説
明
か
}
加
え
る
と
、
文
化
は
要
素
毎
に
伝
播
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
文
化
要
素
は
、

一
つ
の
文
化
か
ら
他
の
文
佑
へ
、
そ

の
本
質
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
伝
播
す
る
こ
と
も
あ
る
。
な
お
、
異
な
る
地
域
聞
に
見
ら
れ
る
文
化
現
象
の
類
似
に
は
、
歴
史
的
連
関

に
依
る
場
合
の
外
、
独
立
発
生
に
依
る
類
似
も
あ
り
得
る

a〉

O

従
っ
て
、
単
に
地
域
を
類
型
化
し
、
ま
た
比
較
の
単
位
と
し
て
文
化
圏
を

使
用
す
る
の
は
、
意
味
が
稀
薄
に
な
る
。
重
ね
て
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
文
化
圏
の
概
念
は
合
理
性
を
欠
く
こ
と
に
な
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る。
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然
し
、
本
稿
で
取
扱
う
「
文
化
圏
」
と
い
う
の
は
、
文
化
要
素
や
そ
の
総
和
と
し
て
の
文
化
複
合
で
は
な
く
、
内
的
に
統
合
さ
れ
た
全

一
体
と
し
て
の
文
化
の
圏
域
で
あ
る
。
本
稿
で
対
象
と
す
る
仙
北
地
帯
は
、
畿
内
文
化
と
蝦
夷
文
化
が
接
触
す
る
地
帯
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
よ
う
に
相
異
な
る
文
化
が
交
錯
接
触
す
る
地
帯
で
は
、
両
文
化
の
接
触
範
囲
を
検
討
す
る
た
め
に
、
微
視
的
に

(
局
地
的
に
)
文
化
圏

を
吟
味
し
設
定
し
て
、
地
域
分
析
の
準
備
作
業
と
す
る
の
は
、
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
特
に
、
古
代
東
北
の
場
合
に
は
、
蝦
夷
文
化
を

鮮
明
に
把
握
し
得
な
い
の
で
、
律
令
国
家
体
制
に
依
る
文
化
圏
域
の
分
析
か
ら
、
漸
移
地
帯
の
構
造
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
当
然

の
手
続
き
で
あ
る
。

(ロ)

蝦
夷
地
解
消
過
程
の
分
析
概
念

度
々
論
ず
る
こ
と
で
あ
る
が
、
古
代
東
北
研
究
で
最
も
障
碍
と
な
る
の
は
、
蝦
夷
側
の
史
料
が
具
体
的
に
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
前
述
し
た
如
く
、
「
蝦
夷
」
並
び
に
「
蝦
夷
地
」
が
律
令
国
家
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
依
り
、
「
蝦
夷
」
並
び
に
「
蝦
夷
地
」

と
い
う
事
実
を
解
消
す
る
の
で
、
そ
の
解
説
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
古
代
東
北
の
律
令
国
家
と
蝦
夷
と
の
関
係
構
造
を
把
握

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

aヨ
従
っ
て
、

」
こ
で
は
そ
の
分
析
方
法
の
概
念
に
つ
い
て
、

筆
者
な
り
に
考
え
を
展
開
し
た
い

a
z

対
夷
政
策
の
前
線
基
地
で
あ
り
、
且
つ
、
東
北
開
発
経
営
の
拠
点
で
あ
る
城
柵
の
立
地
と
配
置
関
係
が
、
漸
移
地
帯
の
地
域
形
成
に
重

要
な
因
子
と
な
る
。

城
柵
の
立
地
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
考
古
学
的
・
文
献
学
的
及
び
歴
史
地
理
学
的
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
@

が
、
域
柵
そ
れ
自
体
の
配
置
構
造
、
並
び
に
そ
の
周
辺
諸
機
能
施
設
と
の
配
置
関
係
に
つ
い
て
、
ま
だ
一
体
的
・
相
関
的
把
握
が
十
分
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
。
城
柵
そ
の
も
の
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
律
令
体
制
内
に
そ
の
規
制
が
あ
っ
た
か
否
か
は
不
詳
で
あ
る
が
、

城
柵
相
互
の
位
置
関
係
や
軍
防
令
置
蜂
条
8
)
の
内
容
等
か
ら
検
討
を
試
み
て
見
た
い
の
で
あ
る
。

域
柵
と
関
連
す
る
諸
機
能
施
設
に

は
、
域
柵
外
塁
線
・
条
里
・
寺
院
・
横
穴
・
窯
等
が
あ
る
。



そ
の
外
塁
線
の
究
明
翁
)
に
依
り
、
城
柵
と
の
関
係
を
考
察
し
、
軍
事
的
防
衛
範
囲
、

結
局
は
、

城
柵
を
中
核
と
す
る
東
北
開
拓
集
落

の
生
活
圏
を
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
。

城
柵
周
辺
の
条
里
遺
構
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
明
治
初
期
の
地
押
図
か
ら
検
出
し

B
V
古
代
寺
院
跡
に
つ
い
て
は
、

地
押
図
と
併
せ

て
考
古
学
的
調
査
報
告
か
ら
検
討
を
加
え
た
。
仙
北
平
野
は
、
明
治
後
半
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
耕
地
整
理
が
実
施
さ
れ
た
の
で
、

臨
地
的
に
吟
味
し
得
な
い
が
、
地
押
図
を
分
析
検
討
す
る
と
、
玉
造
・
新
田
・
伊
治
の
各
域
柵
の
近
傍
に
展
開
す
る
沖
積
平
野
に
、
部
分

的
に
で
は
あ
る
が
、
条
里
遺
構
を
検
出
し
得
る
。
ま
た
、
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
域
柵
の
近
隣
に
附
属
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
。
そ
れ

律令国家の漸移地帯における局地的文化圏

ら
は
何
れ
も
城
櫛
外
塁
線
の
内
側
で
あ
り
、
城
柵
庇
護
下
の
集
落
生
活
圏
内
に
存
在
す
る
。
条
里
が
仙
北
平
野
の
北
部
に
ま
で
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
条
里
が
律
令
体
制
の
基
礎
構
造
で
あ
る
た
め
、
律
令
国
家
体
制
の
組
織
内
に
完
全
に
編
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る

も
の
で
あ
る
o

従
っ
て
別
の
視
角
か
ら
見
る
と
、
仙
北
地
帯
が
律
令
国
家
の
地
方
行
政
組
織
内
に
編
成
さ
れ
、
そ
の
形
態
と
し
て
建
郡
と

な
っ
て
現
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
入
植
者
(
柵
戸
)
が
定
差
し
、
集
落
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
具
体
的
遺
構
は
ま
だ
考
古
学
的
に
証
明
さ

れ
て
い
な
い
。
然
し
、
陸
奥
戸
籍
断
簡
〈
号
・
軍
防
令
縁
辺
諸
郡
入
居
条
(
仰
い
・
類
衆
三
代
格
(
M
W
及
び
横
穴
の
内
容
構
造
を
検
討
す
る
と
、

農
業
集
落
を
営
み
、
屯
田
的
盤
村
形
態
を
形
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
得
る
。
こ
の
集
落
や
城
柵
と
深
い
関
係
に
あ
る
の
が
、
城

柵
附
属
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
寺
院
は
、
国
府
・
鎮
守
府
・
城
柑
・
軍
団
に
附
属
し
、
律
令
国
家
の
鎮
護
と
東
北
開
発
の
順
調
な
る
前
進
を

祈
稽
す
る
機
能
を
備
え
て
い
た
自
立

そ
れ
に
加
え
て
、

そ
の
伽
藍
配
置
や
仏
像
・
仏
具
の
豪
華
な
文
化
形
態
は
、
そ
の
文
化
力
で
蝦
夷

を
順
服
さ
せ
る
役
割
を
も
果
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
奈
良
朝
の
国
家
的
仏
教
の
性
格
が
東
北
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
て
い
た
o

更
に
、
そ

51 

の
寺
院
は
城
柵
関
係
者
や
入
植
者
等
の
精
神
生
活
の
拠
点
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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四

古
瓦
・
古
代
窯
跡
研
究
の
歴
史
地
理
的
意
義

城
柵
と
そ
の
周
辺
の
諸
機
能
施
設
と
の
関
係
を
分
析
す
る
意
義
に
つ
い
て
は
論
じ
て
き
た
。
古
代
東
北
研
究
に
お
い
て
、
従
前
ま
で
一

般
に
論
究
さ
れ
た
の
は
城
柵
と
古
代
寺
院
で
あ
る
。
城
柵
と
そ
の
附
属
寺
院
は
、
律
令
国
家
漸
移
地
帯
で
は
、
政
治
社
会
機
能
の
属
性
で

あ
っ
た
。
そ
の
周
辺
に
、
生
産
機
能
の
属
性
で
あ
る
条
旦
が
存
在
す
る
。
そ
の
漸
移
地
帯
の
構
造
を
究
明
す
る
に
は
、
政
治
社
会
機
能
・

生
産
機
能
に
加
え
て
、
流
通
機
能
を
も
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
然
し
、
従
来
の
古
代
歴
史
地
理
学
で
は
、
流
通
面
の
課
題
、
即
ち
生
産

(
供
給
)
と
消
費
(
需
要
)
の
関
係
構
造
、
特
に
、
手
工
業
的
生
産
地
と
消
費
地
と
の
関
係
が
、
空
白
の
ま
ま
地
域
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

流
通
関
係
や
流
通
園
が
、
地
域
と
地
域
の
結
合
構
造
H
地
域
体
系
を
分
析
す
る
方
法
概
念
と
な
る
が
、
流
通
面
を
分
析
す
る
道
具
と
し
て

の
流
通
物
資
を
具
体
的
に
把
握
す
る
の
が
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
流
通
物
資
の
大
部
分
は
、
遺
物
と
し
て
検
出
さ
れ
る
例
が
多
く

な
い
。
ま
た
古
代
の
流
通
関
係
の
史
料
も
具
体
的
に
余
り
例
は
多
い
と
は
い
え
な
い
し
、
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
で
は
、
そ
の
史
料
(
古

文
書
・
古
文
献
)
は
皆
無
に
等
し
い
。
古
代
の
手
工
業
的
生
産
品
で
、
若
干
遺
物
と
し
て
検
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
紡
織
製
品
・
武
器
、

鏡
や
玉
製
品
等
の
装
飾
品
、
及
び
瓦
等
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
内
、
瓦
の
原
料
と
な
る
粘
土
は
、
わ
が
国
の
場
合
、
比
較
的
何
処
の
土
地
で
も
入
手
し
易
く
、
各
地
で
造
瓦
さ
れ
た
。
そ
の

た
め
古
瓦
の
出
土
分
布
は
、
他
の
手
工
業
生
産
品
よ
り
も
多
い
。
そ
れ
に
加
え
、
瓦
の
紋
様
は
編
年
的
基
準
を
示
す
場
合
が
多
く
、
な
お

そ
の
紋
様
に
依
り
、
文
化
類
型
や
文
化
伝
播
の
一
端
を
物
語
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
史
料
と
し
て
の
価
値
は
高
い
。
然
し
、
瓦
は
他
の
手

工
業
生
産
品
と
は
異
な
り
、
そ
の
重
量
は
重
く
、
且
つ
そ
の
数
量
も
多
く
を
必
要
と
す
る
の
で
、
消
費
地
の
近
傍
に
造
瓦
所
(
瓦
窯
)
が

立
地
し
た
と
考
え
但
け
ら
れ
る
o

従
っ
て
、
瓦
は
広
域
的
流
通
圏
を
設
定
す
る
指
標
と
す
る
よ
り
は
、
局
地
的
流
通
圏
を
設
定
す
る
指
標
と



す
る
方
が
、
意
義
が
高
い
。
そ
れ
故
に
、
東
北
に
お
け
る
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
と
し
て
の
仙
北
地
帯
の
古
瓦
と
古
代
瓦
窯
の
関
係
を
吟

味
す
る
こ
と
に
依
り
、
地
域
構
造
や
体
系
の
端
緒
を
見
出
し
得
る
。
こ
の
具
体
的
な
分
析
処
理
を
手
段
と
し
て
、
国
目
頭
に
掲
げ
た
目
的
と

目
標
に
接
近
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。

仙
北
の
場
合
、
特
定
の
消
費
地
と
し
て
の
城
柵
並
び
に
附
属
寺
院
と
、
生
産
地
と
し
て
の
瓦
窯
集
落
と
の
関
係
を
分
析
す
る
o

そ
れ
に

つ
い
て
、
古
文
書
や
古
文
献
が
な
い
の
で
、
古
瓦
の
紋
様
・
形
態
の
分
布
構
造
の
検
討
に
よ
り
、
需
要
と
供
給
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ

う

律令国家の漸移地帯における局地的文化圏

所
詮
は
、
瓦
に
潜
在
す
る
内
的
性
格
、
即
ち
、
造
瓦
法
の
技
術
・
瓦
面
紋
様
の
美
的
表
徴
の
感
覚
・
瓦
利
用
の
建
築
技
術
等
に
依
り
、

文
化
要
素
、
ま
た
内
的
に
統
合
さ
れ
た
全
一
体
と
し
て
の
文
化
の
一
端
を
把
握
し
得
る
。
瓦
に
依
る
流
通
圏
は
、
結
局
、
律
令
国
家
の
漸

移
地
帯
で
は
局
地
的
文
化
圏
を
も
表
徴
す
る
こ
と
に
な
る
。

五

古
代
瓦
窯
跡
の
分
布
構
造

「
全
国
遺
跡
地
図
」

(g
を
基
に
し
て
、
そ
の
分
布
図
を
作
成
す
る
と
、
{
東
北
の
場
合
は
、
そ
の
南
半
部
に
多
く
、
岩
手
・
秋
田
は
そ

の
南
の
地
域
よ
り
も
稀
薄
と
な
る
。
そ
の
分
布
の
最
も
多
い
の
は
福
島
県
で
あ
る

ay

古
代
瓦
窯
跡
の
分
布
に
は
、

一
つ
の
特
徴
が
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
地
域
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
全
国
的
に
概
観

し
て
、
国
府
・
国
分
僧
寺
・
国
分
尼
寺
の
立
地
す
る
地
域
、
所
謂
古
代
に
お
い
て
文
化
中
心
地
を
形
成
し
て
い
た
地
域
に
、
古
代
瓦
窯
跡

が
集
中
的
に
分
布
す
る
。
東
北
の
場
合
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
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特
に
、
東
北
の
場
合
、
そ
の
分
布
に
は
注
目
す
べ
き
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
城
柵
の
近
傍
に
古
代
瓦
窯
が
存
在
す
る
こ
と
で
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第 1 表

古代東北における城柵の近傍に立地する窯群の分布表

雄 城 大 胆 牡 新 玉 色 多 古
勝
城 イ℃

田 ( 輪 山 沢 鹿 回 造 麻 賀 城
足E
回だ 柵

城 遺 柵 栂 城 柵 柵 柵 柵 城
跡 名

上 七 平 荒 手話
野真

田 林日 日
仙台台利府春

古新 窪 野 沢 瀬 尻 の の
城 山 沼 出 出 イ勺

岩 町 部 山 山 ノ日
城 山 沢 原 窯

谷 田
細峯 大衡 群

金 田
名山 原

第 2表仙台平野における古代窯跡の分布表

十 卜

」一六しと 四 一 番

一 ち口T 

牡 敷遠 木遠 寺古 玉
囲の日賀郡美 衛黒)11 

称掛鋭春宮利府岡J

仙 ノ柴
角 j凶j~郡丸森伊町具鹿 (困 戸田 西川 又、左旦と

橋門郡 市口
入国

回
代古窯

郡 須郡 北郡 市
郡王μ」王 郡河止Eに合こ 市校手話 恵国 山田 出色

横前-大村衡

」にコ三、
!井 窯尻 、尻 林 出 山麻 ノ 田

野ナ1pよJ入手
跡町 跡町 字町 て{ナ 山 村 原 町

所在地野真
)蕪 北沼 杉 町 四 駒 船

斎字
栗 沢部 の 京国 竃 場 日 岡

泉字 大字 木峯 字 字 大 田 迫
名高

坊浦的場 荘厳 東 彦右
沢 原

鹿字 古舘屋 原 俗

上江 i岸丘荒雄流北 迫
荒雄 陵鳴

犬松吉田
松

北岸北七 陵白
麓武隈阿 斜耐阿員真上 )11 流合

北西瀬川 島 石川 立
l野)11 西 北岸川陵()11 沢川 丘 丘田

地点地
川下 岸 支斜江i口L 

西 斜中 丘中
陵南西 陵l日iI 

下 )11 

東岸東流 麓一陵丘 丘陵流田 面) 岸山 面南岸流
陵流 7荒

左岸 左岸
北岸 北岸 形

支岸 斜尻川 麓
面斜 丘 丘

面川左 丘 )11 丘 陵 陵

横穴 麻色古墳 穴横古墳 多賀祭 砧里賀多
貝 住只

新横横古墳群 洞窟
古円

穴横 周塚 居 田穴 墳墳
跡塚 柵穴群 F 群群 平市善E 寺号 跡遺

群 辺

玉穴横 同 一ム同 遺

造柵詳 廃寺 逗p 廃寺 跡



あ
る
。
そ
の
こ
と
は
既
に
、
斎
藤
ハ
恕
に
依
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
更
に
、

筆
者
の
調
査
の
結
果
を
追
加
し
て
表
示
す
る
と
第

一
表
の
如
く
で
あ
る
。

そ
の
分
布
構
造
に
つ
い
て
、
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
当
時
の
城
柵
が
開
拓
に
備
え
て
持
久
的
な
体
制
を
整
え
、
常
時
の
生
活
に
対
応

す
る
た
め
の
備
え
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
東
北
開
発
経
営
の
持
久
的
基
盤
整
備
で
あ
る
。

掠
て
、
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
の
大
舞
台
と
な
っ
た
仙
台
平
野
に
お
け
る
古
代
窯
跡
の
分
布
を
見
る
と
、
第
二
表
の
表
示
の
通
り
で
あ

り
、
中
央
部
周
辺
に
集
中
的
な
分
布
を
示
す
。
具
体
的
に
は
、
仙
台
平
野
中
央
に
横
た
わ
る
七
北
田
川
右
岸
丘
陵
・
松
島
丘
陵
の
南
斜
面

と
鳴
瀬
・
江
合
両
河
川
流
域
、
所
謂
大
崎
耕
土
の
周
辺
丘
陵
の
斜
面
地
帯
に
、
そ
の
分
布
が
多
い
。
そ
れ
は
一
般
の
場
合
と
同
様
、
鎮
守

律令国家の漸移地帯における局地的文化圏

府
・
国
分
僧
寺
・
国
分
尼
寺
及
び
城
柵
の
周
辺
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
古
代
の
地
方
に
お
け
る
文
化
的
中
核
地
域
が

瓦
の
消
費
地
で
あ
り
そ
の
周
辺
近
傍
に
瓦
の
生
産
地
を
設
け
た
こ
と
に
な
る
。

第 3表

仙北地帯における

古代窯跡間の爾隔距離数
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I百 小|色|色!大

部 林麻麻衡 衡妻

蕪回岩出 色
跡
地

栗尻山 麻
名

五一一 間

七粁 粁O余 二粁余

、

八 F高粁

次
に
、
仙
北
平
野
に
お
け
る
古
代
窯
跡
の
分
布
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
そ
の
分
布
図
に
図
示

し
た
如
く
、
古
代
窯
は
大
崎
耕
土
地
帯
に
あ
る
間
隔
を
置
い
て
、
や
や
東
西
に
列
状
を
な
し
て
分

布
す
る
。
そ
の
立
地
間
隔
に
つ
い
て
は
、
第
三
表
に
一
不
す
。
而
も
、
そ
の
分
布
図
を
見
れ
ば
、

明
瞭
で
あ
る
が
、
域
柵
及
び
附
属
寺
院
の
近
傍
、
或
は
そ
の
城
柵
聞
の
連
絡
道
路
の
沿
線
に
立

地
す
る
。
こ
れ
は
所
詮
、
城
柵
が
律
令
国
家
漸
移
地
帯
に
お
け
る
対
夷
政
策
の
前
線
基
地
及
び

開
拓
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
的
役
割
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
蝦
夷
側
に
向
っ
て
、

東
西
的
列
状
に
連
繋
立
地
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
窯
は
城
柵
と
結
合
す
る
結

果
、
や
は
り
東
西
に
列
状
を
形
成
し
て
立
地
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
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(山百原図1972)

第 1図 仙台平野における古代窯跡の分布図
1. 標高 100m以上 2. 標高 10m以下 3. 湖沼 4. 城柵跡
5. 古代窯( )跡内の番号と第2表「仙台平野における古代窯跡の分布表」の
整理番号と同一である 6. グライ層分布



に
分
布
す
る
の
が
横
穴
で
あ
り
、
城
柵
や
瓦
窯
と
の
関
係
を
無
視
し
得
な
い
。

な
お
、
立
地
を
自
然
的
条
件
か
ら
見
る
と
、
分
布
表
に
表
示
し
た
如
く
、
大
部
分
の
瓦
窯
跡
は
丘
陵
斜
面
か
、
麓
に
立
地
す
る
。
市
も
、

立
地
点
の
前
面
は
低
温
地
に
臨
み
、
背
後
に
は
丘
陵
地
帯
の
斜
面
を
控
え
る
。
そ
の
斜
面
地
帯
に
は
、
灰
褐
色
土
壌
粘
土
質
構
造
満
俺
型

や
壌
土
質
満
俺
型
の
土
壌
が
分
布
し
、
そ
の
前
面
の
平
野
部
の
低
湿
地
に
は
、
強
グ
ラ
イ
土
壌
強
粘
土
還
元
型
・
粘
土
還
元
型
や
グ
ラ
イ

土
壌
粘
土
型
・
壌
土
型
の
土
壌
が
広
く
分
布
す
る

az
然
し
な
が
ら
、
屋
根
瓦
の
原
料
土
は
、

各
種
の
雑
粘
土
で
可
能
で
あ
り
、
低
焼

締
温
度
の
も
の
が
望
ま
し
い
品
)
の
で
、
強
い
て
い
え
ば
、

わ
が
国
な
ら
ば
、
何
処
に
で
も
造
瓦
原
料
土
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
勿

律令国家の漸移地帯における局地的文化圏

論
、
厳
密
に
い
え
ば
、
吸
水
・
透
水
・
重
量
・
抗
折
強
度
・
熱
間
荷
重
強
度
・
成
形
の
難
日
切
や
色
調
等
に
関
す
る
諸
性
質
が
な
る
べ
く
低
温

度
で
焼
成
さ
れ
る
粘
土
ハ
哲
が
最
良
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
特
に
古
川
・
小
牛
田
・
田
尻
周
辺
一
帯
の
粘
土
は
、
屋
根
瓦
製
造
原

料
土
に
比
較
的
適
し
て
い
る
宕
〉
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
周
辺
に
古
代
瓦
窯
が
立
地
し
た
の
も
潜
在
的
に
条
件
が
整
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
般
に
わ
が
国
の
場
合
、
飛
鳥
・
奈
良
朝
前
期
に
は
、
比
較
的
上
質
の
粘
土
で
造
瓦
し
て
い
た
が
、
奈
良
朝
後
期
に
な
る
と
、
砂
を
混

合
し
た
り
、
壌
土
で
も
っ
て
造
瓦
し
て
い
る
。
砂
を
混
合
す
る
と
、
造
瓦
成
形
が
容
易
で
あ
り
、
収
縮
率
を
小
に
す
る
効
果
が
あ
る
。
古

く
は
、
延
喜
式
木
工
寮
作
瓦
条
ハ
お
)
に
造
瓦
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と

現
在
の
単
位
に
換
算
す
る
と
、
砂
二
七
立
に
対
し
、
埴
(
粘
土
)

「
以
ニ
沙
一
斗
五
升
一
六
人
ニ
埴
四
百
斤
こ
と
記
さ
れ
て
い
る
。

二
四

O
冠
の
混
合
率
に
な
る
o

更
に
、
大
川
清

auは、
相
模
の
千
代

廃
寺
跡
か
ら
出
土
し
た
女
瓦
文
字
瓦
の
刻
印
記
銘
内
容
を
分
析
し
て
、
当
時
の
造
瓦
原
料
土
の
砂
と
粘
土
の
混
合
率
は
大
体
延
喜
式
の
場

合
と
同
率
で
あ
る
こ
と
を
究
明
し
て
い
る
。
そ
の
千
代
廃
寺
出
土
の
文
字
瓦
は
、
奈
良
朝
後
期
の
造
瓦
で
あ
る
か
ら
、
既
に
、
延
喜
式
以

前
に
延
喜
式
規
定
と
同
じ
造
瓦
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
論
さ
れ
る
。
瓦
生
産
に
は
原
料
土
と
と
も
に
、
粘
土
を
担
ね
る
水
が
必
要
と
な

57 

る
。
仙
北
平
野
で
は
、
粘
土
と
と
も
に
水
も
豊
富
に
存
在
す
る
。
仙
北
は
、
低
湿
地
の
分
布
が
広
く
、
河
川
も
密
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
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て
、
グ
ラ
イ
土
層
の
粘
土
と
壌
土
の
分
布
が
卓
越
し
て
い
る
の
で
、
別
に
粘
土
を
担
ね
る
水
を
採
水
す
る
必
要
が
な
い
位
で
あ
る
。

瓦
窯
が
丘
陵
斜
面
に
立
地
す
る
の
は
、
粘
土
が
所
在
す
る
だ
け
で
な
く
て
、
登
窯
構
築
に
適
当
な
傾
斜
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

因
み
に
、
既
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
著
名
な
古
代
瓦
窯
の
登
窯
窯
底
勾
配
に
つ
い
て
、

そ
の
若
干
例
を
測
定
し
て
見
る
翁
〉
と
、

窯
底
は
燃

焼
部
と
焼
成
部
と
で
は
異
な
る
が
、
平
均
し
て
一
五
度
内
外
か
ら
三

O
度
内
外
で
あ
り
、
特
に
凡
そ
二

O
度
か
ら
二
五
度
位
の
も
の
が
多

い
。
仙
台
地
帯
の
古
代
瓦
窯
の
場
合
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
登
窯
構
築
の
た
め
に
、
適
当
な
傾
斜
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、

仙
北
の
丘
陵
斜
面
や
麓
に
瓦
窯
が
立
地
す
る
。

要
す
る
に
、
瓦
窯
の
立
地
点
選
定
は
、
生
産
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
o

そ
の
立
地
条
件
と
し
て
は
、
原
料
土
・
水
・
薪
炭
・
登
窯
構

築
に
好
適
な
地
形
傾
斜
や
風
位
、
そ
れ
に
消
費
地
と
の
距
離
、
交
通
の
問
題
や
居
住
の
立
地
等
が
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要

な
立
地
要
因
と
な
っ
た
の
は
、
仙
北
地
帯
は
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
に
当
る
た
め
、
対
夷
政
策
と
東
北
開
発
の
拠
点
で
あ
る
城
柵
の
庇
護

範
囲
内
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

-'ーJ、
古
瓦
流
通
か
ら
見
た
仙
北
地
帯
の
局
地
的
流
通
圏
(
文
化
圏
)

陸
奥
国
分
寺
の
造
瓦
の
際
、
初
め
て
東
北
地
方
に
瓦
窯
が
造
営
さ
れ
た
。
そ
れ
が
上
限
で
あ
り
丘
〉
、

国
分
寺
創
建
の
造
瓦
に
は
、

専

用
の
瓦
窯
が
若
干
あ
っ
た
。
陸
奥
国
分
寺
建
立
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
具
体
的
な
記
載
は
な
い
が
、
天
平
二
二
年
(
七
四
一
)
か
ら
天
平

神
護
三
年
(
七
六
九
)

の
聞
で
あ
る
と
推
論
さ
れ
て
い
る
(
ぢ
。

そ
れ
よ
り
僅
か
に
時
代
を
下
る
と
、

窯
に
須
恵
器
を
混
合
焼
成
し
て
い

る
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
こ
れ
は
窯
の
官
営
的
経
営
か
ら
民
営
に
移
行
し
た
こ
と
を
物
語
る
(
む
も
の
で
あ
ろ
う
。

古
瓦
の
分
布
か
ら
見
る
と
、
陸
奥
で
は
国
分
寺
や
多
賀
城
を
中
核
と
す
る
仙
南
平
野
に
、
仏
教
文
化
が
高
度
に
定
着
し
、
こ
こ
か
ら
白



河
・
胆
沢
及
び
出
羽
に
向
っ
て
仏
教
が
弘
通
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
品
〉

O

更
に
、
国
分
僧
寺
・
国
分
尼
寺
、
及
び
多
賀
城
並
び
に
同
廃
寺
跡
か
ら
出
土
す
る
古
瓦
を
精
詳
に
検
討
す
る
と
、
刻
印
記
銘
古
瓦
が
検

出
さ
れ
て
い
る
。
陸
奥
国
分
僧
寺
か
ら
「
柴
」

「日」

「伊」

「
行
」
の
一
字
を
捺
印
し
た
極
印
瓦
、
同
尼
寺
か
ら

「苅」

「伊」

「標」

「
石
」
を
刻
印
し
た
文
字
瓦
、
多
賀
城
・
同
廃
寺
か
ら
「
伊
」
の
記
銘
瓦
が
発
見
さ

「尺」

「ム云」

「
戸
行
」

れ
て
い
る

a)O
そ
れ
ら
の
捺
印
漢
字
は
、

そ
れ
ぞ
れ
柴
田
・
苅
田
・
亘
理
・
伊
具
・
行
方
・
安
積
・
会
津
・
標
葉
・
石
城
の
各
郡
の

略
立
)
で
、

国
分
僧
寺
・
同
尼
寺
及
び
多
賀
城
・
同
廃
寺
の
造
営
に
あ
た
っ
て
、

陸
奥
管
内
の
各
郡
が
関
与
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

律令国家の漸移地帯における局地的文化圏

る
。
然
し
、
そ
れ
ら
の
瓦
は
、
各
都
で
生
産
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
仙
台
市
北
部
の
小
田
原
瓦
窯
跡
か
ら
、
同
箔
の
刻
印
記
銘
瓦
が
発
見

さ
れ
て
い
る

a)の
で
、
こ
の
近
隣
の
瓦
窯
群
で
造
瓦
さ
れ
て
、
陸
奥
国
分
寺
や
多
賀
城
に
提
供
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
の
文
字
瓦
に
刻
印
さ
れ
た
諸
郡
は
、
何
れ
も
宮
城
郡
以
南
で
あ
る
o

然
し
、
そ
れ
に
対
し
、
黒
川
郡
以
北
の
諸
郡
は
、
律
令
国

家
の
漸
移
地
帯
に
お
け
る
対
夷
前
線
地
帯
で
あ
る
た
め
、
対
夷
対
策
に
専
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
寺
院
建
立
に
関
与
す

る
余
裕
が
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
し
、
ま
た
律
令
国
家
体
制
下
に
、
地
方
行
政
組
織
内
の
郡
体
制
が
ま
だ
充
分
に
組
織
化
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
o

担
て
、
次
に
、
瓦
当
面
並
び
に
字
瓦
顎
面
の
施
紋
絞
様
の
地
域
的
関
連
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
o

即
ち
、
そ
の
地
域
関
連

は
、
生
産
地
と
し
て
の
瓦
窯
(
造
瓦
所
)
と
消
費
地
と
し
て
の
城
柵
・
附
属
寺
院
と
の
流
通
関
係
・
文
化
関
係
の
圏
構
造
を
追
究
す
る
こ

と
に
依
っ
て
、
把
握
し
得
る
。
生
産
地
と
消
費
地
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
は
前
述
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
仙
台
市
街
北

部
に
横
た
わ
る
七
北
田
川
右
岸
丘
陵
南
斜
面
に
立
地
す
る
瓦
窯
群
詰
〉
か
ら
、
多
賀
城
同
廃
寺
及
び
陸
奥
国
分
僧
寺
・
同
尼
寺
(
哲
へ
瓦
を

59 

供
給
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
最
近
の
伊
東
信
雄
の
研
究
に
依
り
新
事
実
が
究
明
さ
れ
た
。
伊
東
は
昭
和
三
六
年
以
来
、
数
年
に
亘
る
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多
賀
城
廃
寺
の
発
掘
調
査
ハ
ぢ
に
参
加
し
、

同
廃
寺
か
ら
出
土
す
る
古
瓦
と
多
賀
城
や
陸
奥
国
分
寺
そ
の
他
周
辺
の
古
代
瓦
窯
跡
か
ら
検

出
さ
れ
た
古
瓦
と
を
比
較
研
究
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
い
た
。
多
賀
城
及
び
同
廃
寺
の
創
建
期
に
使
用
さ
れ
た
瓦
で
る
る
と
認
め
ら

れ
て
い
る
重
郷
蓮
華
文
鐙
瓦
と
重
弧
文
字
瓦
は
、
七
北
田
川
右
岸
丘
陵
南
斜
面
の
「
台
ノ
原
」

-
「
小
田
原
」
や
、
そ
の
北
東
一
三
粁
余

の
地
点
に
立
地
す
る
宮
城
郡
利
府
町
春
日
大
沢
字
「
瓦
焼
場
」
の
瓦
窯
で
生
産
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
多
賀
城
か
ら
一
二
五
粁
余
も
北
方
の

鳴
瀬
・
江
合
両
河
川
流
域
の
賀
美
郡
色
麻
村
四
竃
「
日
の
出
山
」
及
び
遠
田
郡
田
尻
町
沼
部
「
木
戸
北
山
」

「
北
沢
」
の
瓦
窯
で
製
造

さ
れ
た
瓦
で
あ
る

a
z

な
お
、

「
日
の
出
山
」

-
「
木
戸
北
山
」
・

己

ょ

う

「
北
沢
」
の
瓦
窯
で
造
瓦
さ
れ
た
重
鱒
蓮
華
文
鐙
瓦
は
、
賀
美
郡
中
新
田
町
域
生
所
在
の

玉
造
柵
推
定
地
や
そ
の
東
北
近
傍
に
あ
る
同
附
属
寺
院
菜
切
谷
廃
寺
跡
ハ
想
、

そ
れ
に
「
木
戸
北
山
」

の
近
隣
に
所
在
す
る
新
田
柵
推
定

地
か
ら
は
類
似
系
統
の
古
瓦
も
発
見
さ
れ
て
い
る
白

uo
ま
た
、
玉
造
柵
跡
か
ら
は
、

「
日
の
出
山
」
で
生
産
さ
れ
た
鋸
歯
文
縁
細
掛
連

華
文
鐙
瓦
も
検
出
さ
れ
て
い
る

auo

に
東
大
寺
大
仏
の
塗
金
料
と
し
て
、
黄
金
を
献
上
し
た
黄
金
迫
の
産
金
地
か
ら
発
見
さ
れ
た
白
)
O

の
黄
金
山
神
社
(
黄
金
宮
)
で
あ
り
、
地
形
上
見
れ
ば
、
箆
岳
丘
陵
南
中
腹
で
、
標
高
四

O
米
付
近
で
あ
る
。

更
に
、
陸
奥
国
分
寺
の
重
騨
蓮
華
文
鐙
瓦
と
同
意
匠
で
あ
る
が
、
蓮
輝
六
枚
を
瓦
当
に
施
紋
し
た
鐙
瓦
が
、
天
平
二
一
年
(
七
四
九
)

そ
の
位
置
は
、
遠
田
郡
涌
谷
町
黄
金
迫

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
古
瓦
が
、

少
し
時
代
を
下
る
と
、
平
安
時
代
の
造
瓦
と
思
わ
れ
る
素
縁
細
線
蓮
文
鐙
瓦
と
均
整
唐
草
文
字
瓦
が
、
多
賀
城
及
び
同
廃
寺
か
ら
発
見

七
北
田
川
右
岸
丘
陵
の
南
斜
面
に
立
地
す
る
小
田
原
与
兵
衛
沼
北
岸
や
同
安
養
寺
中
囲
(
思
、

及
び
そ
の

他
近
傍
の
瓦
窯
群
か
ら
生
産
さ
れ
、

ま
た
そ
の
瓦
窯
群
か
ら
分
工
場
的
に
分
離
し
た
利
府
町
春
日
大
沢

au
の
造
瓦
所
で
も
製
造
さ
れ
た

の
で
あ
る
。



扱
て
、
生
産
地
と
消
費
地
の
地
域
関
連
を
要
約
的
に
論
述
す
る
前
に
、
造
瓦
に
つ
い
て
の
年
代
に
触
れ
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
陸
奥
の

中
核
と
な
っ
た
多
賀
城
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
論
定
し
得
な
い
が
、
そ
の
前
身
は
陸
奥
鎮
所
で
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
。
そ
れ
が
多
賀
城
の
よ
う
な
大
規
模
な
造
営
工
事
に
な
る
と
、
養
老
・
神
亀
年
聞
に
起
き
た
軍
事
的
緊
張
の
時
期
に
は
、
住
民
を
そ
の

工
事
に
徴
発
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い

G
Y
従
っ
て
、

玉
造
軍
団
が
設
置
さ
れ
、

仙
北
地
帯
の
大
崎
耕
土
(
号
「
中
新
田
」
に
、

多
賀

城
北
部
一
帯
が
一
応
鎮
め
ら
れ
た
神
亀
五
年
(
七
二
八
)
以
後
に
、
多
賀
城
・
同
廃
寺
が
大
規
模
に
築
造
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
平
の

五
柵
が
軍
事
的
行
動
を
開
始
す
る
天
平
九
年
(
七
三
七
)

以
前
に
は
竣
工
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る

ay
古
瓦
の
紋
様
形
態
か

律令国家の漸移地帯における局地的文化圏

ら
考
察
す
れ
ば
、
多
賀
城
を
中
核
と
な
る
天
平
五
柵
及
び
多
賀
城
廃
寺
や
菜
切
谷
廃
寺
等
の
附
属
寺
院
も
、
そ
の
成
立
年
代
は
同
時
期
で

あ
り
、
天
平
の
初
期
と
考
え
ら
れ
る

auo

城
柵
と
そ
の
附
属
寺
院
の
創
建
年
代
を
論
定
し
得
な
い
と
し
て
も
、
奈
良
時
代
初
期
に
は
、
遠
田
郡
田
尻
の
「
木
戸
北
山
」

「
北
沢
」

の
瓦
窯
を
中
核
と
す
る
と
、
南
へ
約
三
五
粁
の
地
点
に
あ
る
多
賀
城
・
同
廃
寺
ま
で
、
西
に
向
つ
て
は
一
七
粁
余
に
所
在
す
る
玉
造
柵
や

菜
切
谷
廃
寺
に
ま
で
瓦
を
供
給
し
て
い
る
。

一
方
、
西
二
粁
余
の
地
点
に
立
地
す
る
新
田
柵
に
も
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
出
土
古
瓦
の
紋

様
形
態
か
ら
推
定
し
得
る
。
次
に
、
賀
美
郡
色
麻
の
「
日
の
出
山
」
瓦
窯
群
を
核
と
し
て
見
て
も
、
南
南
東
約
二
八
粁
に
あ
る
多
賀
城
と

同
廃
寺
に
、
ま
た
、

一
方
北
北
西
に
向
つ
て
は
七
粁
余
の
地
点
に
位
す
る
玉
造
柵
や
菜
切
谷
廃
寺
に
瓦
を
供
給
し
、
近
く
で
は
、
北
北
西

に
二
、
六
粁
の
距
離
し
か
な
い
地
点
に
所
在
す
る
色
麻
柵
に
も
提
供
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
時
期
の
瓦
窯
は
、
三

O
粁
内
外
の
遠
隔
地
に
あ
る
消
費
地
に
瓦
を
供
給
す
る
反
面
、
近
隣
の
消
費
地
に
も
流
通
活
動

が
あ
る
。
即
ち
、
広
域
的
流
通
圏
を
形
成
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
圏
域
内
に
局
地
的
な
流
通
圏
を
も
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
両
者
が
重
層

61 

圏
構
造
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
瓦
窯
の
近
傍
に
城
柵
が
控
え
る
の
は
、
逆
に
い
え
ば
城
柵
の
庇
護
下
に
瓦
窯
が
立
地
す
る
こ
と
に
な
る
。
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第2図古代陸奥(仙北地帯)における瓦流通の範囲
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新国柵 5. 牡鹿柵 6. 桃生城 7. 伊治城 8. 中山柵 E 古代寺院跡

A 陸奥国分僧寺 B 陸奥国分尼寺 C 多賀城廃寺 D 菜切谷廃寺



然
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
平
安
時
代
を
迎
え
る
と
、
流
通
圏
域
が
縮
小
す
る
傾
向
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
仙
台
市
の
北
部
、
七
北
田
川

右
岸
丘
陵
南
斜
面
に
立
地
す
る
「
台
ノ
原
」

-
「
小
田
原
」
の
瓦
窯
群
を
中
核
と
す
る
と
、
そ
の
供
給
す
る
圏
域
は
、
南
へ
向
っ
て
約
四

粁
隔
っ
た
陸
奥
国
分
僧
寺
・
同
尼
寺
(
両
寺
院
の
後
半
期
修
理
に
供
給
)
ま
で
で
あ
り
、
東
北
方
へ
展
開
し
て
、
多
賀
城
・
同
廃
寺
ま
で

概
ね
九
粁
の
距
離
で
あ
る
。
こ
の
圏
域
内
に
分
工
場
的
な
造
瓦
所
が
、
利
府
の
「
春
日
大
沢
」
に
設
置
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
南
ヘ
凡
そ
五
粁

の
多
賀
城
・
同
廃
寺
へ
も
瓦
を
供
給
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
親
工
場
的
な
造
瓦
所
の
供
給
圏
は
、
広
域
的
圏
域
で
あ
る
が
、
分
工
場
的
な

造
瓦
所
の
そ
れ
は
、
局
地
的
圏
域
を
形
成
し
両
者
は
二
重
層
圏
構
造
を
示
す
の
で
あ
る
o

当
時
の
生
産
・
生
活
・
技
術
及
び
流
通
の
各
状
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態
を
勘
案
す
る
と
、
瓦
の
流
通
圏
は
、
あ
る
意
味
で
文
化
圏
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
市
も
、
そ
れ
は
、
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
に
お
い

て
は
、
局
地
的
文
化
圏
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

七

結
語
に
代
え
て
|
|
律
令
国
家
漸
移
地
帯
の
地
域
構
造

流
通
構
造
を
究
明
す
る
に
は
、
生
産
組
織
も
論
ず
べ
き
で
あ
る
が
、
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
で
あ
る
仙
北
地
帯
の
瓦
窯
の
造
瓦
組
織
に

つ
い
て
は
、
具
体
的
史
料
が
な
い
。
当
時
の
そ
の
一
般
的
概
観
に
つ
い
て
は
若
干
の
論
稿
が
あ
る
。
律
令
政
府
は
、
東
北
開
発
を
主
要
な

国
家
的
事
業
と
し
て
推
進
し
て
お
り
、
そ
の
実
施
方
法
と
し
て
域
柵
や
附
属
寺
院
を
設
置
建
立
し
た
の
で
あ
る
o

そ
の
た
め
に
造
瓦
も
国

家
的
事
業
で
あ
っ
て
、
律
令
的
負
担
行
為
の
も
と
に
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
発
掘
の
結
果
を
見
て
も
、
仙
北
各
地
の
瓦
窯
跡

は
単
一
窯
で
な
く
、
群
集
窯
を
形
成
す
る
o

勿
論
、
家
族
単
位
の
造
瓦
生
産
で
あ
る
単
一
窯
よ
り
は
、
統
制
の
る
る
集
合
的
瓦
窯
業
の
組

織
の
方
が
造
瓦
の
生
産
性
は
高
い
。
延
喜
式
(
防
〉
に
よ
る
と
、

一
O
瓦
窯
の
瓦
焼
成
に
は
、

窯
作
工
四

O
人
と
人
夫
八

O
人
を
必
要
と
す

63 

る
o

そ
れ
に
加
え
て
、
関
連
人
夫
を
必
要
と
す
る
し
、
更
に
そ
れ
ら
の
家
族
を
合
わ
せ
る
と
各
瓦
窯
群
に
は
一
つ
の
集
落
が
形
成
さ
れ
た
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と
推
察
し
得
る
。
仙
北
の
瓦
窯
群
の
近
辺
に
、
横
穴
群
が
分
布
す
る
の
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。

か
か
る
観
点
に
立
脚
す
れ
ば
、
当
時
の
仙
北
地
帯
は
手
工
業
面
の
生
産
地
域
と
そ
の
消
費
地
域
と
に
、
地
域
分
化
し
て
い
た
と
い
う
考

察
が
可
能
に
な
る
。

域
柵
か
ら
瓦
窯
の
位
置
を
見
る
〈
ぎ
と
、

多
賀
城
の
北
四
、

五
粁
の
地
点
に
は

「
春
日
大
沢
」
、

西
八

1
九
粁
に
は
七
北
田
川
右
岸
丘

陵
南
斜
面
の
「
台
ノ
原
」

「
小
田
原
」
の
瓦
窯
群
、
玉
造
柵
の
北
六
、
七
粁
に
「
細
峯
」
北
東
七
、
五
粁
の
地
点
に
は
「
小
林
」
の
瓦

窯
が
あ
る
。
色
麻
柵
に
は
、
南
南
東
二
、
六
粁
に
「
日
の
出
山
」

同
方
向
四
粁
前
後
に
「
大
衡
」
の
瓦
窯
群
、
新
田
柵
の
東
二
、
五
粁

の
地
点
に
「
木
戸
北
山
」
・

「
北
沢
」
の
瓦
窯
群
が
立
地
し
、
牡
鹿
柵
に
は
北
東
約
八
粁
の
真
野
川
東
岸
の
「
真
野
」
に
瓦
窯
が
所
在
す

る
。
そ
れ
ら
は
所
詮
、
城
柵
の
匝
護
の
下
に
造
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
城
柵
を
中
核
と
し
て
、
周
辺
の
地
域
構
成
を
探
究
し
な
が
ら
、
城
柵
と
瓦
窯
と
の
関
係
を
追
及
し
た
結
果
に
つ
い
て
見
る
。
城

柵
を
中
核
と
す
る
地
域
構
造
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
詳
論
す
る
品
)
が
、

現
在
、
筆
者
が
実
施
し
て
い
る
調
査
の
結
果
を
概
観
す
る

と
、
城
柵
近
傍
の
沖
積
平
野
に
は
、
条
里
地
割
が
検
出
さ
れ
る
の
で
、
律
令
体
制
下
の
地
方
行
政
組
織
に
編
入
さ
れ
た
集
落
が
存
在
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
そ
の
集
落
を
史
料
上
か
ら
解
釈
す
る
と
、
律
令
国
家
漸
移
地
帯
に
存
在
す
る
の
で
、
独
特
な
形
態
を
形
成
し
て
い

た
と
思
う
。
天
平
中
期
ま
で
は
、
柵
戸
的
開
拓
経
営
の
集
落
構
造
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
鎮
兵
制
の
屯
田
的
集
落
の
構
造
を
構
成
し

た
。
更
に
推
論
を
展
開
す
る
と
、
壁
村
的
集
落
形
態
を
形
成
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、

こ
の
漸
移
地
帯
の
地
域
構
成
上
、

注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

新
田
柵
や
伊
治
城
の
北
、

即
ち
蝦
夷
に
面
す
る
側

に
、
大
体
城
柵
か
ら
二
乃
至
四
粁
内
外
隔
た
っ
た
丘
陵
の
稜
線
上
に
外
塁
線
の
遺
構
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
市
も
、
そ
の
外
塁
線

は
、
丘
陵
上
を
利
用
し
た
土
塁
で
あ
り
、
集
落
を
防
備
す
る
こ
と
も
兼
ね
た
機
能
を
備
え
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
に
依
っ
て
、
城
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第3図 仙台平野における古代窯跡とその古代遺跡の分布図

I 古代窯跡(番号)は第2表「仙台平野における古代窯跡の分布表」の整理番

号と同一である E 式内社 E 古代寺院跡 1. 標高 100m等高線 2. 
10m等高線 3. 湖沼 4. 城柵 タ:多貿城シ:色麻柵タマ:玉造柵

ニ:新田柵オ・・牡鹿柵 イ:伊治城モ:桃生城ナ:中山柵 5. 条里地

割分布 A 仙台市南東 B 黒川郡吉田川流域槍和田付近 C 賀美郡中新

日東部 D 遠田郡小牛田町中坪付近 E 遠田郡小牛田町小沼付近

F 栗原郡築館町宮野付近，同町城生野付近
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柵
を
核
と
し
た
防
備
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
漸
移
地
帯
で
は
、
城
柵
を
中
核
と
す
る
集
落
生
活
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
瓦
の
流
通
か
ら
見
る
と
、
瓦
窯

を
中
核
と
し
て
近
傍
の
城
柵
か
ら
遠
隔
の
城
柵
ま
で
、
そ
の
瓦
の
流
通
圏
が
拡
大
し
て
お
り
、
広
域
的
流
通
圏
の
圏
域
内
に
、
局
地
的
流

通
圏
が
包
含
さ
れ
、
重
層
的
圏
構
造
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

敢
え
て
い
え
ば
、
こ
の
漸
移
地
帯
の
集
落
生
活
圏
は
、
城
柵
を
中
核
と
し
て
求
心
的
圏
構
造
を
形
成
す
る
が
、
瓦
流
通
面
か
ら
見
れ
ば

一
城
柵
に
二
・
三
の
瓦
窯
か
ら
の
供
給
、
が
あ
る
の
で
、

い
わ
ば
遠
心
的
圏
構
造
を
構
成
す
る
と
い
え
る
。

更
に
、
地
域
体
系
の
骨
子
に
つ
い
て
、
筆
者
の
追
究
の
結
果
か
ら
い
え
ば
、
多
賀
城
鎮
守
府
を
中
核
と
し
て
、
北
に
面
し
、
半
国
状
に

展
開
す
る
状
態
で
城
柵
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
城
柵
を
核
と
し
て
局
地
的
な
集
落
生
活
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
所
詮
は
、
鎮
守
府
を

中
核
と
す
る
広
域
的
行
政
圏
構
造
と
、
城
柵
を
核
と
す
る
局
地
的
集
落
生
活
圏
構
造
と
が
、
重
層
圏
構
造
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
時
代
的
に
見
れ
ば
、
鎮
守
府
を
要
と
し
て
、
奈
良
中
期
に
は
、
鳴
瀬
・
江
合
両
河
川
流
域
に
ま
で
そ
の
圏
域
が
拡
が
り
、
奈
良

後
期
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
は
、
迫
川
水
系
流
域
に
ま
で
、
そ
の
圏
域
が
更
に
拡
大
し
て
お
り
、
時
代
的
に
二
重
層
圏
構
造
を
示
し
、

各
時
代
毎
の
圏
域
に
、
城
柵
の
局
地
的
圏
域
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。

更
に
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
論
稿
を
進
め
る
に
当
り
、
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
を
究
明
す
る
に
は
、
当
時
の
自
然
的
基
礎
を
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
。
然
し
、
詳
し
く
は
別
の
機
会
に
論
を
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
を
草
す
る
に
当
り
、
東
京
教
育
大
学
浅
香
幸
雄
教
授
、
岩
手
大
学
川
本
忠
平
教
授
、
立
命
館
大
学
谷
岡
武
雄
教
授
か
ら
、
貴
重
な
御
助
言
と

御
教
示
を
賜
っ
た
。
誌
上
を
議
じ
て
、
深
く
謝
意
を
表
す
る
。
な
お
、
本
研
究
は
、
歴
史
地
理
学
会
一
九
七
二
年
春
季
大
会
に
お
い
て
、
研
究
発
表

し

た

も

の

で

あ

り

、

今

回

は

、

そ

れ

に

加

筆

し

た

。

}

九

七

二

・

八

・

三

一

)
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伊
東
・
高
橋
共
編
(
一
九
七

O
)

古
代
の
日
本
八
巻
東
北
角
川
書
屈
に
所
収
の
古
墳
関
係
の
論
稿
を
も
参
照
し
た
。

板
橋
源
(
一
九
七
O
)

古
代
の
城
柵
跡
l
東
北
|
(
大
場
・
内
藤
・
八
幡
監
修
・
新
版
考
古
学
講
座
六
巻
有
史
文
化
l
上
l

雄
山
閣

(
1
)
 

立
命
館

北
海
道
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(
6
)
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所
収
)
一
二
ハ
!
一
二
九
頁

(
7
)
続
日
本
紀
天
平
九
年
(
七
三
七
)
四
月
一
四
日
国
史
大
系
編
修
会
編
(
一
九
六
八
)
続
日
本
紀
前
篇
一
四
コ
一
1
1
一
四
四
頁

五
柵
に
つ
い
て
は
、
二
・
三
の
説
が
あ
る
。
玉
造
・
新
田
・
牡
鹿
・
色
麻
及
び
多
賀
を
天
平
の
五
柵
と
す
る
工
藤
説
八
工
藤
雅
樹
(
一
九
七

O
)

多
賀
城
の
起
源
と
そ
の
性
格
(
伊
東
・
高
橋
共
編
古
代
の
日
本
)
八
巻
所
収
)
一

O
六
頁

V
が
あ
り
、
「
玉
造
等
五
柵
」
と
い
う
記
事
に

つ
い
て
、
多
賀
城
を
別
に
し
て
、
中
山
柵
を
入
れ
て
、
五
柵
と
す
る
伊
東
説
八
伊
東
信
雄
(
一
九
五
七
)
大
野
東
人
の
陸
奥
経
営
(
宮
城
県

史
一
巻
古
代
・
中
世
史
所
収
)
一
一
四
ー
一
一
五
頁

V
が
あ
る
。
更
に
、
中
山
柵
を
除
い
て
、
名
取
柵
を
考
慮
し
て
は
如
何
と
す
る
高
橋

説
八
高
橋
富
雄
(
一
九
六
三
)
蝦
夷
二
一

O
頁

V
も
あ
る
。

(
8
)

続
日
本
紀
天
平
宝
字
コ
一
年
(
七
五
九
)
九
月
二
六
日
国
史
大
系
編
修
会
編
(
一
九
六
八
)
続
日
本
紀
前
篇
二
六
五
頁

(
9
)

続
日
本
紀
神
護
景
雲
一
万
年
(
七
六
七
)
一

O
一
五
日
国
史
大
系
編
修
会
一
編
(
一
九
六
八
)
続
日
本
紀
前
篇
三
四
八
頁

(
叩
)
古
代
の
仙
北
平
野
に
お
け
る
洪
水
と
冷
害
に
つ
い
て
は
、
目
下
、
筆
者
が
歴
史
上
の
文
献
や
文
書
か
ら
検
討
中
で
あ
る
。
近
い
将
来
に
発
表
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。

(
日
)
山
田
安
彦
(
一
九
七
二
)
古
代
東
北
に
お
け
る
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
前
掲

(
臼
)
筆
者
の
臨
地
踏
査
に
拠
る
。

伊
藤
玄
三
(
一
九
六
九
)
「
東
北
」
弥
生
文
化
(
大
場
・
内
藤
・
八
幡
監
修
新
版
考
古
学
四
巻
原
史
文
化
l
上
l
所
収
)
一
四
九
l

一
六
五
頁

(
日
)
伊
東
信
雄
(
一
九
七
一
)
東
北
古
代
文
化
の
研
究
文
化
三
五
巻
一
・
二
号
一

l
l
二
七
頁

(
M
)
村
尾
次
郎
(
一
九
五
七
)
奥
羽
の
動
乱
と
停
軍
|
宝
亀
・
延
暦
・
弘
仁
戦
を
中
心
と
し
て
富
土
論
叢
二
巻
三
七
|
六
六
頁

氏
家
和
典
(
一
九
五
五
)
蝦
夷
の
抵
抗
と
そ
の
背
景
|
奈
良
平
安
朝
期
に
お
け
る
|
文
化
一
九
の
五
五
一
六
|
五
三
五
頁

三
森
定
男
(
一
九
五
二
人
類
学
概
論
法
律
文
化
社
二

O
七
1

二
二
五
頁

三
森
定
男
(
一
九
五
一
)
人
類
学
概
論
一
一
一
一
ー
ー
二
二

O
頁
)

新
野
直
吉
(
一
九
六
九
)
古
代
東
北
の
開
拓
塙
書
一
房
一
九
八
l
三
五
六
頁

悶
回
謙
(
一
九
四
七
)
民
族
学
朝
日
新
開
社
二

O

二
五
頁

米
林
富
男
(
一
九
四
九
)
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ワ
イ
ザ
l
文
化
人
類
学

三
森
定
男
(
一
九
五
二
人
類
学
概
論
前
掲
一
九
四
頁

(
日
)

(
日
)

(
口
)

(
問
)

(
凶
)

(
却
)

日
光
書
院

七

O
l八
八
頁
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(
幻
)
石
川
栄
吉
(
一
九
七
二
)
民
族
学
的
「
文
化
圏
」
に
つ
い
て

(
担
)
石
川
栄
吉
(
一
九
七
二
)
前
掲
五
頁

(
お
)
詳
し
く
は
、
筆
者
が
「
東
北
に
お
け
る
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
と
題
し
て
、
日
本
地
理
学
会
一
九
七
二
年
秋
季
大
会

で
発
表
す
る
考
え
で
あ
る
。
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
三
二
八
|
二
九
頁
(
校
正
時
加
筆
)

(
M
)
従
前
ま
で
の
先
学
の
研
究
を
回
顧
し
、
古
代
東
北
の
歴
史
地
理
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
別
に
論
を
展
開
し
て
お
い
た
。
山
田
安
彦
三
九
七
二
)

「
律
令
国
家
の
漸
移
地
帯
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
の
展
望
と
方
法
論
的
反
省
」
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
三
二
巻
一
九
七
二

を
参
照
の
こ
と
。
そ
の
拙
論
に
も
論
述
し
て
お
い
た
が
、
古
代
国
家
の
辺
境
地
帯
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
弓
削
達
・
渡
辺
金
一
(
一
九
五
九
)

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
1
古
代
社
会
経
済
史
東
洋
経
済
社
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
の
で
記
し
て
お
く
。

仙
北
の
古
代
城
柵
に
つ
い
て
は
、
今
日
多
く
の
論
議
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
検
討
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
従
来
の
説
に
依

拠
す
る
こ
と
に
し
た
。

(
お
)
国
史
大
系
編
修
会
編
(
一
九
五
九
)
新
訂
増
補
国
史
大
系
令
義
解
吉
川
弘
文
館
二

O
一
1

二
O
二
頁

(
お
)
高
橋
富
雄
(
一
九
六
二
)
古
代
辺
境
村
落
試
論

l
い
わ
ゆ
る
「
盤
村
」
の
実
態
と
問
題
点
文
科
紀
要
(
東
北
大
学
教
養
部
)
一

O
集

一

O
八
l
一
一
九
頁

新
田
柵
の
外
塁
線
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
臨
地
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

(
幻
)
山
田
安
彦
(
一
九
七
一
一
)
仙
北
地
域
に
お
け
る
条
里
地
割
の
存
在
に
関
す
る
若
干
の
問
題
東
北
地
理
学
会
一
九
七
二
年
春
季
大
会
で
発
表

(
一
九
七
二
年
四
月
二

O
)
0
東
北
地
理
二
四
の
三
一
八

O
l
一
八
一
頁

十
年
程
前
と
最
近
に
、
仙
北
平
野
の
条
里
に
つ
い
て
、
二
篇
ば
か
り
の
報
告
が
あ
る
が
、
部
分
的
な
地
籍
図
の
地
図
を
掲
げ
て
、
条
皇
を
推
定

し
て
い
る
の
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
方
格
状
形
態
の
地
割
は
条
豆
地
割
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
尺
度
を
考
慮
し
て
ほ
し
い
。
中
世
一
家

族
屋
敷
の
地
割
と
混
同
し
て
い
る
論
稿
も
あ
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

(
お
)
竹
内
理
三
編
(
一
九
六
八
)
寧
楽
遺
文
上
巻
六
四
|
八
五
頁

(
m
m
)

国
史
大
系
編
修
会
編
(
一
九
六
八
)
新
訂
噌
補
国
史
大
系
令
義
解
二

0
0頁

(
却
)
延
暦
一
五
年
(
七
九
六
)
一
一
一
月
二
八
日
太
政
官
符
類
衆
三
代
格
一
五
東
北
大
学
東
北
文
化
研
究
会
編
(
一
九
五
七
)
蝦
夷
史
料

吉
川
弘
文
館
五
五
頁
。
国
史
大
系
編
修
会
編
(
一
九
五
九
)
新
訂
増
補
国
史
大
系
類
衆
三
代
格
後
篇
四
三
三
|
四
三
三
頁

(
剖
)
宮
城
県
教
員
委
員
会
多
賀
城
町
編
(
一
九
七

O
)

多
賀
城
跡
調
査
報
告

1

1
多
賀
城
廃
寺
跡
吉
崎
弘
文
館
こ
の
外
伊
東
信
雄
そ

日
本
歴
史
地
理
学
会

会
員
通
信

六
一
号

四

l
七
頁
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の
他
に
よ
る
発
掘
報
告
書
は
多
数
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

(
詑
)
文
化
財
保
護
委
員
会
発
行
の
全
国
遺
跡
地
図
(
福
島
・
山
形
・
宮
城
・
秋
田
・
岩
手
・
青
森
)
を
参
照
し
て
、
古
代
瓦
窯
跡
の
分
布
図
を
作
成

し
た
。
然
し
、
紙
数
の
関
係
で
、
分
布
図
の
掲
載
を
割
愛
す
る
。

(
お
)
伊
藤
玄
三
(
一
九
六
六
)
東
北
の
古
代
窯
業
遺
跡
古
代
文
化
一
六
の
三
六
九
七
七
頁

(
剖
)
斎
藤
忠
(
一
九
六
八
)
日
本
古
代
遺
跡
の
研
究
総
説
吉
川
弘
文
館
一
九
四
頁
、
な
お
城
柵
跡
(
一
一
五
|
一
九
八
頁
)
と
窯
跡

(
二
九
七
|
三
二
六
頁
)
を
参
照
し
た
。
仙
北
の
城
柵
に
つ
い
て
は
、
論
定
す
べ
き
証
拠
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
斎
藤
、
高
橋
の
従

来
の
説
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

(
部
)
経
済
企
画
庁
総
合
開
発
局
国
土
調
査
課
編
(
一
九
六
九
)
東
北
地
方
土
地
分
類
図
土
壌
図

E

農
林
省
農
林
水
産
技
術
会
議
事
務
局
編
(
一
九
六
三
・
一
九
六
四
)
施
肥
改
善
事
業
土
壌
図

宮
城
県
立
農
業
試
験
場
(
一
九
六
三
)
中
新
日
・
岩
出
山
周
辺
地
区
施
肥
改
善
事
業
調
査
試
験
報
告
附
図
宮
城
県
中
新
田
・
岩
出
山
周
辺

地
区
土
壌
区
分
図
栗
原
地
区
施
肥
改
善
事
業
調
査
試
験
報
告
附
図
宮
城
県
築
館
・
若
柳
周
辺
地
区
土
壌
区
分
図
、
同
試
験
場
(
一
九
六
四
)

黒
川
地
区
施
肥
改
善
事
業
調
査
試
験
報
告
附
図
宮
城
県
黒
川
地
区
土
壌
区
分
図

(
珂
)
空
間
業
協
会
編
(
一
九
五
五
)
窯
業
工
業
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
技
報
堂
四
八
一
頁
屋
根
瓦

(
幻
)
小
牛
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
(
一
九
七

O
)

小
牛
田
町
史
上
巻
四
一
頁

(
お
)
国
史
大
系
編
修
会
編
(
一
九
五
九
)
新
訂
増
補
国
史
大
系
延
喜
式
後
篇
七
九
一
ー
ー
七
九
二
頁

(
お
)
大
川
清
(
一
九
七
二
)
日
本
の
古
代
瓦
窯
雄
山
関
二
七
頁

(
叫
)
大
川
清
・
伊
藤
玄
三
・
内
藤
政
恒
そ
の
他
の
各
論
稿
に
掲
載
さ
れ
た
古
代
窯
跡
の
実
測
図
(
五

O
例
)
を
測
定
し
た
。

(
H
U
)

斎
藤
忠
(
一
九
六
八
)
日
本
古
代
遺
跡
の
研
究
三
一
七
頁

(
M
M
)

桑
原
滋
郎
・
加
藤
孝
(
一
九
七

O
)

多
賀
城
廃
寺
と
陸
奥
国
分
寺
l
仏
教
の
伝
播
(
伊
東
・
高
橋
共
編
古
代
の
日
本

川
書
庖
所
収
)
一
八
一
頁

(
M
M
)

内
藤
政
恒
(
一
九
五
三
)
古
瓦
よ
り
見
た
奈
良
朝
地
方
文
化
相
の
一
傾
向
|
関
東
・
東
北
の
特
異
な
地
方
文
化
の
分
析

九
頁

(
仏
)
住
田
正
一
・
内
藤
政
恒
三
九
七

O
)
古

瓦

学

生

社

八

八

l
九
六
頁

(
必
)
伊
東
信
雄
(
一
九
五

O
)

奈
良
平
安
時
代
の
遺
跡
(
仙
台
市
編
纂
委
員
会
編
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台
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古
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頁
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(
品
)

内
藤
政
恒
三
九
六
三
1

一
九
六
五
)
仙
台
市
台
ノ
尿
・
小
田
原
瓦
窯
抵
群
と
出
土
の
古
瓦

東
北
学
院
大
学
考
古
学
研
究
部
編
(
一
九
六
七
)
安
養
寺
中
間
瓦
窯
故
発
掘
調
査
報
告

加
藤
考
・
野
崎
準
(
一
九
七
二
)
台
ノ
原
・
小
田
原
窯
群
の
古
窯
跡
分
布
と
そ
の
問
題
点
東
北
学
院
大
学
文
化
研
究
所
年
報
四
号

伊
東
信
雄
(
一
九
五
七
)
陸
奥
国
分
寺
と
国
分
尼
寺
(
宮
城
県
宮
城
県
史

I

古
代
・
中
世
史
所
収
)
一
二
ハ
|
一
二
三
頁
)

陸
奥
国
分
寺
発
掘
調
査
委
員
会
編
(
一
九
六
二
陸
奥
国
分
寺
跡

伊
東
信
雄
・
工
藤
雅
樹
(
一
九
六
九
)
陸
奥
国
分
尼
寺
発
掘
調
査
報
告
、
及
び
註
(
位
)
を
参
照
。

宮
城
県
教
育
委
員
会
・
多
賀
域
町
共
編
(
一
九
七

O
)

多
賀
城
跡
調
査
報
告
I

多
賀
城
廃
寺
跡
古
川
弘
文
館

伊
東
信
雄
(
一
九
七
O
)

出
土
瓦
の
考
察
(
多
賀
城
跡
調
査
報
告
I

所

収

前

掲

九

四

l
九
五
頁
)

興
野
義
一
(
一
九
六
一
)
宮
城
県
遠
田
郡
田
尻
町
出
土
古
瓦
の
問
題
点
歴
史
考
古
六
号
五

1
-
五
頁

内
藤
政
恒
三
九
三
七
)
東
北
地
方
発
見
の
重
郷
蓮
花
鐙
瓦
に
就
い
て
の
一
考
察
(
上
)
宝
雲
第
二

O
冊

内
藤
政
恒
三
九
三
八
)
東
北
地
方
発
見
の
重
鍵
蓮
花
鐙
瓦
に
就
い
て
の
一
考
察
(
下
)
宝
雲
第
一
一
一
一

mm

六
三
|
七
二
頁
(
こ
の
内

藤
論
文
は
、
筆
者
が
実
地
踏
査
の
際
、
豊
原
誠
一
氏
所
有
の
別
刷
を
関
覧
す
る
機
会
を
得
た
。
豊
原
氏
の
御
厚
情
を
謝
す
る
)
。

宮
城
県
教
育
委
員
会
(
一
九
六
九
)
日
の
出
山
窯
跡
群
発
掘
調
査
概
要

宮
城
県
教
育
委
員
会
(
一
九
七

O
)

「
日
の
出
山
窯
跡
群
」
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
二
十
二

伊
東
信
雄
(
一
九
七
O
)

出
土
瓦
の
考
察
前
掲

村
山
貞
之
助
編
(
一
九
六
四
)
中
新
田
町
史
六
四
一
1
1
六
六
四
頁

宮
城
県
教
育
委
員
会
三
九
五
五
)
官
城
県
菜
切
谷
廃
寺

伊
東
信
雄
(
一
九
五
六
)
菜
切
谷
廃
寺
跡
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
亙

伊
東
信
雄
(
一
九
五
九
)
宮
城
県
賀
美
郡
菜
切
谷
廃
寺
社
考
古
学
年
報
六

住
田
正
-
・
内
藤
政
恒
三
九
七
O
)

古
瓦
前
掲
七
四
|
七
五
頁

住
回
・
内
藤
説
と
前
掲
註
(
必
)
の
興
野
説
の
実
証
的
分
析
に
若
干
の
相
異
が
あ
り
、
一
致
し
な
い
が
、
「
大
崎
八
幡
」
(
田
尻
町
)
が
新
田

柵
擬
定
地
で
あ
る
と
い
う
推
定
的
結
論
を
見
出
せ
る
。
な
お
、
そ
の
新
田
柵
は
木
戸
瓦
窯
と
早
く
か
ら
関
係
が
あ
っ
た
と
も
推
察
し
得
る
の
で
あ

る。
昭
和
四
六
年
七
月
、
筆
者
が
現
地
踏
査
し
た
際
、
曲
一
一
旦
原
誠
一
・
斎
藤
芳
郎
両
氏
か
ら
御
教
一
不
を
受
け
た
。
誌
上
を
通
じ
て
謝
意
を
表
す
る
。

歴
史
考
古

九
・

)
O合
併
号
1

一一一一号

(
灯
)

(
必
)

(
必
)

(
印
)
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村
山
貞
之
助
編
(
一
九
六
四
)
中
新
田
町
史
六
五
七
|
六
六
七
頁

昭
和
四
七
年
六
月
に
、
筆
者
が
臨
地
調
査
し
た
時
、
斎
藤
芳
郎
・
村
山
貞
之
助
両
氏
か
ら
遺
跡
関
係
の
説
明
を
聞
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を

表
す
る
。

(
臼
)
伊
東
信
雄
(
一
九
五
七
)
小
田
郡
の
産
金
(
宮
域
県
宮
城
県
史
1
前
掲
所
収
)
一
一
一
六

l
一
二
七
頁

伊
東
信
雄
(
一
九
七

O
)

小
田
郡
の
産
金
(
伊
東
・
高
橋
共
編
古
代
の
日
本
八
巻
前
掲
所
収
)
一
六
一
l
l
一
六
二
頁

住
田
正
一
・
内
藤
政
恒
(
一
九
七

O
)

古

瓦

前

掲

七

O
l七
一
頁

(
臼
)
伊
東
信
雄
(
一
九
七

O
)

出
土
瓦
の
考
察
前
掲
九
七
頁
並
び
に
註
(
叩
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
国
)
内
藤
政
恒
(
一
九
三
九
)
宮
城
県
利
府
村
春
日
瓦
焼
場
大
沢
瓦
窯
祉
研
究
一
調
資
報
告
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
奥
羽
史
料
調
査
部
研
究
報

止
口
第
一

(
日
)
工
藤
雅
樹
(
一
九
七

O
)
多
賀
城
の
起
源
と
そ
の
性
格
(
伊
東
・
高
橋
共
編
・
古
代
の
日
本
八
巻
前
掲
所
収
)
一

O
五
|
一

O
七
頁

(
臼
)
鳴
瀬
・
江
合
両
河
川
に
福
養
さ
れ
る
平
野
。
時
に
は
、
仙
北
の
賀
美
・
玉
造
・
志
田
・
遠
田
・
栗
原
の
五
郡
の
範
閲
を
も
含
め
て
呼
称
す
る
場

合
も
あ
る
。

(
貯
)
工
藤
雅
樹
(
一
九
七

O
)

多
賀
城
の
起
源
と
そ
の
性
格
前
掲
一

O
七
|
一

O
八
頁

伊
東
信
雄
(
一
九
七

O
)

出
土
瓦
の
考
察
前
掲
九
五
頁

(
関
)
国
史
大
系
編
修
会
編
(
一
九
五
九
)
新
訂
増
補
国
史
大
系
延
喜
式
後
篇
七
九
一

l
l
七
九
二
頁
延
喜
式
木
工
寮
作
瓦
条

(
ぬ
)
本
稿
掲
載
の
「
仙
台
地
帯
に
お
け
る
古
代
窯
跡
の
分
布
表
」
と
仙
台
平
野
に
お
け
る
古
代
窯
跡
分
布
図
を
参
照
の
こ
と
。

(
印
)
日
本
地
理
学
会
一
九
七
二
年
秋
季
大
会
(
於
山
形
大
学
)
に
お
い
て
発
表
す
る
。
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
一
二
巻
二
八
!
二
九
頁
(
校
正
時

加
筆
)

(
日
)




